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 広報　　　　　－おおず－ 2006　12 月号

税金等の口座振替

納税組合制度を廃止し、納税組合制度を廃止し、

　　　口座振替（自動払込）を推進します！　　　口座振替（自動払込）を推進します！

　納税組合は、税収を確保し、円滑な市政を運営していくうえで多大な貢献をいただいている組織です。おか
げさまで大洲市は、県下の市の中で長年収納率第１位を堅持してきました。これまでにお世話いただいた多く
の方々をはじめ、市民の皆様に深く感謝を申し上げます。
　さて、この納税組合制度については、旧４市町村の合併協定書において「現行のまま引き継ぎ、新市におい
て調整する」ことが確認されています。これを受け新大洲市では、区長や自治会制度などとの関連性が強いこ
とから、行政連絡機構等の取り扱いと併せて調整を行ってきました。
　その結果、「①大洲市個人情報保護条例を施行しており個人情報保護に関する取り扱いに万全を期する必要
が生じていること、②高齢化の進展や事務の煩雑さなどから納税組合長等へのなり手がいなくなってきている
こと、③多額の現金を取り扱うことから万が一の事故等が心配されること」などの理由により、納税組合制度
を今年度をもって廃止することになりました。
　今後は、口座振替（自動払込）（以下総称して「口座振替」といいます。）による納税を推進しますので、市
民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　

納
税
組
合
が
廃
止

　
　
　

さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
？

　

納
税
組
合
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
市
税
や
介
護
保

険
料
、
水
道
料
と
い
っ
た
市
公
金
を

納
税
組
合
を
通
じ
て
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
か
ら
は
、
次
の
二
つ

の
方
法
の
ど
ち
ら
か
で
納
付
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
【
納
付
方
法
】

①
口
座
振
替
に
よ
り
、
自
動
的
に
指

定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
振
替
納
付
す

る
。（
こ
の
場
合
、
事
前
に
口
座
振

替
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。）

②
郵
送
さ
れ
て
く
る
納
付
書
を
持
っ

て
市
役
所
（
本
庁
・
支
所
）、
金
融

機
関
、
郵
便
局
の
い
ず
れ
か
へ
出
向

き
、
直
接
納
付
す
る
。

※
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
れ
な
い

場
合
は
、
自
動
的
に
②
の
方
法
で
納

付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
組
合
制
度
の
廃
止
に

伴
い
、
こ
れ
ま
で
納
税
組
合
等
に
対

し
て
交
付
し
て
い
た
納
税
奨
励
金
等

は
な
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
多
く
の
地
区
で
は
、
こ

の
納
税
奨
励
金
等
が
運
営
費
等
に
充

て
ら
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
の

で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
住
民
自

治
活
動
へ
の
支
援
策
と
し
て
、
各
地

区
自
治
会
に
対
す
る
補
助
金
交
付
制

度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

納
税
に
関
し

　
　
　

有
利
な
制
度
は
な
い
の
？

　

税
金
を
一
年
分
一
括
し
て
第
一
期

の
納
期
内
に
納
め
る
（
全
期
前
納
）

と
割
安
に
な
る
と
い
う
前
納
報
奨
金

制
度
が
あ
り
ま
す
。（
実
際
に
は
、

前
納
報
奨
金
分
を
差
し
引
い
て
の
納

付
に
な
り
ま
す
。）

　

対
象
と
な
る
の
は
、
地
方
税
法
で

認
め
ら
れ
て
い
る
市
県
民
税
と
固
定

資
産
税
の
二
種
類
の
み
で
す
。

　

ど
う
す
れ
ば

　
　
　
　

全
期
前
納
で
き
る
の
？

　

口
座
振
替
に
よ
る
全
期
前
納
は
、

口
座
振
替
の
手
続
き
の
際
に
、
期
別

納
付
か
全
期
前
納
か
を
選
択
す
る
欄

が
あ
り
ま
す
の
で
、
全
期
前
納
を
選

択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
直
接
納
付
に
よ
る
全
期
前

納
は
、
当
初
に
期
別
納
付
用
と
全
期

前
納
用
の
二
種
類
の
納
付
書
が
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
全
期
前
納
用
の
納

付
書
を
使
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。（
こ
の
場
合
、
重
複
納

付
を
避
け
る
た
め
、
使
用
し
な
い
期

別
納
付
用
の
納
付
書
は
処
分
を
し
て

く
だ
さ
い
。）

　

前
納
報
奨
金
は

　
　
　
　

ど
の
く
ら
い
あ
る
の
？

　

第
一
期
か
ら
第
五
期
ま
で
の
各
期

の
税
額
が
同
額
（
大
半
の
方
は
、
第

一
期
の
税
額
に
端
数
分
が
加
算
さ
れ

て
い
る
た
め
、
第
一
期
の
み
税
額
が

大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。）
の
場
合
、

市
県
民
税
で
年
税
額
の
２
・
０
％

（
上
限
４
万
円
）

固
定
資
産
税
で
年
税
額
の
２
・
４
％

（
上
限
４
万
８
千
円
）

の
前
納
報
奨
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
表
の
よ
う
に

計
算
さ
れ
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
へ

　
　
　

つ
づ
く

≪前納報奨金の計算例≫
≪市県民税≫年税額が 51,000 円の場合

第１期分　11,000 円× 0.5％× 0月＝　 0 円
第２期分　10,000 円× 0.5％× 2月＝ 100 円
第３期分　10,000 円× 0.5％× 4月＝ 200 円
第４期分　10,000 円× 0.5％× 6月＝ 300 円
第５期分　10,000 円× 0.5％× 8月＝ 400 円
合計（前納報奨金）　　　　　　　 1,000 円
納付額　　51,000 円－ 1,000 円＝ 50,000 円

≪固定資産税≫年税額が 51,000 円の場合

第１期分　11,000 円× 0.5％× 0月＝　 0 円
第２期分　10,000 円× 0.5％× 3月＝ 150 円
第３期分　10,000 円× 0.5％× 5月＝ 250 円
第４期分　10,000 円× 0.5％× 7月＝ 350 円
第５期分　10,000 円× 0.5％× 9月＝ 450 円
合計（前納報奨金）　　　　　　　 1,200 円
納付額　　51,000 円－ 1,200 円＝ 49,800 円
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税金等の口座振替
　

ど
の
よ
う
な
点
が

　
　
　
　
　

便
利
で
安
心
な
の
？

　

口
座
振
替
は
、
金
融
機
関
等
が
あ

な
た
に
代
わ
り
、
指
定
さ
れ
た
預
貯

金
口
座
か
ら
自
動
的
に
振
替
納
付
を

す
る
制
度
で
す
。

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
利
点
が
あ
り
ま
す
。

①
一
度
手
続
き
を
す
れ
ば
、
口
座
振

替
開
始
後
は
、
納
付
に
出
向
く
必
要

が
な
く
な
り
ま
す
。

②
金
融
機
関
等
が
あ
な
た
に
代
わ
り

振
替
納
付
を
し
ま
す
の
で
、
納
め
忘

れ
の
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ど
の
よ
う
な
も
の
が

　
　
　
　

口
座
振
替
で
き
る
の
？

　

次
の
科
目
に
つ
い
て
口
座
振
替
が

で
き
ま
す
。

①
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

②
固
定
資
産
税

③
軽
自
動
車
税

④
国
民
健
康
保
険
税

⑤
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

⑥
上
水
道
使
用
料

⑦
簡
易
水
道
使
用
料

⑧
下
水
道
使
用
料

⑨
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

⑩
保
育
所
保
育
料

⑪
市
営
住
宅
使
用
料

⑫
有
線
電
話
使
用
料

　

手
続
き
は
ど
こ
で

　
　
　
　
　
　

し
た
ら
い
い
の
？

　

次
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
の

う
ち
、
あ
な
た
が
預
貯
金
口
座
を
開

設
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

①
㈱
伊
予
銀
行

②
愛
媛
た
い
き
農
業
協
同
組
合

③
㈱
愛
媛
銀
行

④
愛
媛
信
用
金
庫
大
洲
支
店

⑤
㈱
香
川
銀
行
大
洲
支
店

⑥
四
国
労
働
金
庫
八
幡
浜
支
店

⑦
郵
便
局

　

手
続
き
に
は
何
を

　
　
　

持
っ
て
い
け
ば
い
い
の
？

　

手
続
き
書
類
と
な
る
大
洲
市
公
金

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
各
金
融
機
関

ま
た
は
郵
便
局
に
備
え
付
け
て
あ
り

ま
す
の
で
、
基
本
的
に
は
、
次
の
も

の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

①
通
帳
等
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

②
通
帳
の
届
出
印

③
上
水
道
・
簡
易
水
道
・
下
水
道
・

農
業
集
落
排
水
施
設
の
各
使
用
料
に

つ
い
て
は
、
使
用
者
番
号
が
わ
か
る

も
の
（
通
知
書
・
検
針
票
等
）

　

手
続
き
上
の
注
意
点
を

　
　
　
　
　

教
え
て
く
だ
さ
い
！

　

手
続
き
に
あ
た
り
、
次
の
こ
と
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
一
つ
の
手
続
き
で
、
口
座
振
替
依

頼
す
る
科
目
（
各
種
市
税
・
使
用
料

等
）
を
複
数
登
録
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
市
税
は
、
納
税
義
務
者
（
個
人
）

ご
と
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
た
と

え
同
一
家
族
で
あ
っ
て
も
、
別
々
に

手
続
き
が
必
要
で
す
。

③
市
税
は
、
現
在
納
め
て
い
な
い
科

目
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
登
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

市
県
民
税
を
給
料
か
ら
差
し
引
か
れ

て
い
る
（
特
別
徴
収
）
方
も
市
県
民

税
（
普
通
徴
収
）
の
登
録
は
可
能
で

す
。

④
固
定
資
産
税
で
単
有
名
義
分
以
外

に
共
有
名
義
分
等
が
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
形
態
（
○
○
外
１

名
、
○
○
外
２
名
等
）
ご
と
に
手
続

き
が
必
要
で
す
。

⑤
軽
自
動
車
等
を
複
数
所
有
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
一
つ
の
手
続
き
で
、

す
べ
て
の
車
両
が
登
録
さ
れ
ま
す
。

⑥
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主
が

納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主

変
更
等
に
よ
り
新
た
に
世
帯
主
（
納

税
義
務
者
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替
を

登
録
し
て
い
な
い
と
き
は
、
新
た
に

手
続
き
が
必
要
で
す
。

⑦
全
期
前
納
を
選
択
さ
れ
る
場
合

は
、
当
該
市
税
の
第
一
期
納
付
月
の

前
月
末
ま
で
に
口
座
振
替
依
頼
書
が

金
融
機
関
等
を
通
じ
て
市
役
所
に
届

い
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仮

に
こ
れ
を
過
ぎ
て
口
座
振
替
依
頼
書

が
市
役
所
に
届
い
た
場
合
、
当
該
年

度
は
期
別
の
口
座
振
替
と
な
り
、
次

年
度
か
ら
全
期
前
納
の
口
座
振
替
と

な
り
ま
す
。

⑧
介
護
保
険
料
は
、
65
歳
以
上
の
第

一
号
被
保
険
者
資
格
を
有
す
る
方
の

み
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
る

（
特
別
徴
収
）
方
も
登
録
は
可
能
で

す
。

⑨
上
水
道
・
簡
易
水
道
、
下
水
道
・

≪口座振替手続きの様式≫
（用紙はA4版です）

市
税
等
の
納
付
は

市
税
等
の
納
付
は

便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
で
！

便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
で
！  

　

市
税
等
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
制
度
の

ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。
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国から地方へ・・・
あなたの住民税が変わります

「税」の豆知識⑤　̶税源移譲̶

農
業
集
落
排
水
施
設
の
各
使
用
料

は
、
各
使
用
者
名
義
ご
と
に
手
続
き

が
必
要
で
す
。ま
た
、お
一
人
で
数
ヵ

所
の
使
用
料
を
お
支
払
の
場
合
は
、

口
座
振
替
を
す
る
す
べ
て
の
使
用
者

番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
い
つ
か
ら

　
　
　
　
　
　

開
始
さ
れ
る
の
？

　

基
本
的
に
口
座
振
替
は
、
口
座
振

替
依
頼
書
が
市
役
所
に
届
い
た
日
の

翌
月
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
の
「
３
・
振
替

開
始
月
」
欄
に
お
い
て
振
替
開
始
月

を
指
定
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
指
定

さ
れ
た
月
か
ら
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
指
定
さ
れ
た
月
の
前
月

末
ま
で
に
口
座
振
替
依
頼
書
が
市
役

所
に
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
届
い

た
日
の
翌
月
か
ら
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
覚
え
て
お
き
た
い
ポ
イ

ン
ト
を
次
の
と
お
り
紹
介
し
ま
す
。

①
振
替
日
は
、
振
替
依
頼
科
目
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
依

頼
書
に
よ
り
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

②
残
高
不
足
で
口
座
振
替
が
で
き
な

か
っ
た
場
合
の
再
振
替
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。
後
日
お
知
ら
せ
す
る
通
知

書
（
納
付
書
）
等
に
よ
り
、
直
接
市

役
所
（
本
庁
・
支
所
）
ま
た
は
金
融

機
関
等
で
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

③
残
高
不
足
で
全
期
前
納
の
口
座
振

替
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
第
一
期

分
は
、
後
日
お
知
ら
せ
す
る
通
知
書

（
納
付
書
）に
よ
り
、直
接
市
役
所（
本

庁
・
支
所
）
ま
た
は
金
融
機
関
等
で

納
付
す
る
こ
と
に
な
り
、
第
二
期
以

降
分
は
、
期
別
の
口
座
振
替
に
切
り

替
え
ら
れ
ま
す
。次
年
度
分
か
ら
は
、

再
び
全
期
前
納
の
口
座
振
替
に
な
り

ま
す
。

④
領
収
書
は
、
金
融
機
関
等
か
ら
発

行
せ
ず
、
市
か
ら
口
座
振
替
済
の
お

知
ら
せ
を
し
ま
す
。
お
知
ら
せ
の
時

期
や
方
法
は
、
振
替
依
頼
科
目
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

⑤
納
め
過
ぎ
の
も
の
が
あ
っ
た
場
合

は
、
振
替
し
た
口
座
（
郵
便
局
を
除

く
）
の
方
へ
還
付
し
ま
す
。

⑥
手
続
き
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て

は
、
口
座
振
替
依
頼
書
が
市
役
所
に

届
く
ま
で
に
日
数
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
余
裕
を

持
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

⑦
一
度
手
続
き
を
す
る
と
、
廃
止
の

手
続
き
を
さ
れ
る
か
口
座
を
解
約
さ

れ
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
口
座
振

替
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

　

納
税
組
合
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、

大
量
の
口
座
振
替
依
頼
書
が
市
役
所

に
届
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
事
務
処
理
に
相
当
の
時
間
を

要
す
る
こ
と
か
ら
、
今
回
に
限
り
、

次
の
と
お
り
手
続
き
期
限
を
設
定
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
手
続
き
期
限
】

平
成
19
年
１
月
31
日
ま
で

※
手
続
き
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
手
続

き
さ
れ
た
内
容
ど
お
り
に
口
座
振
替

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
（
☎
㉔
２
１
１
１
）

①
市
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自

動
車
税
・
国
民
健
康
保
険
税

　

税
務
課
（
内
線
１
２
４
）

②
介
護
保
険
料

　

高
齢
福
祉
課
（
内
線
１
６
８
）

③
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料

　

水
道
課
（
内
線
６
０
３
）

④
下
水
道
使
用
料
・
農
業
集
落
排
水

施
設
使
用
料

　

下
水
道
課
（
内
線
２
５
５
）

⑤
保
育
所
保
育
料

　

社
会
福
祉
課
（
内
線
１
８
９
）

⑥
市
営
住
宅
使
用
料

　

建
築
住
宅
課
（
内
線
２
７
５
）

⑦
有
線
電
話
使
用
料

　

長
浜
支
所
総
務
課

　
（
☎
52
１
１
１
１
内
線
18
）

口座振替（自動払込）の流れ

取扱金融機関 市役所

家　庭

①手続き①手続き
（口座振替依頼書）（口座振替依頼書）
①手続き
（口座振替依頼書）

②口座振替依頼書の写し

③振替依頼

④指定日に振替

⑤
振
替
済
み
の
お
知
ら
せ

⑤
振
替
済
み
の
お
知
ら
せ

⑤
振
替
済
み
の
お
知
ら
せ

　各地方団体（都道府県・市町村）が自主性を発
揮し、より身近な行政サービスを行うために進め
られてきた三位一体改革（①国庫補助金の改革②
地方交付税の改革③税源移譲を含む税源配分の見
直し）。その一環として、国の所得税から地方の
住民税へ３兆円の税源移譲が行われます。税源移
譲に伴い、みなさんが納めている所得税と住民税
の税率が大きく変わります。
どうして変わるの？
　より身近な行政サービスを効率よく行えるよ
う、国から地方へ税源の移譲が行われるからです。
どう変わるの？
　所得税の税率が 10・20・30・37％の４段階から
5・10・20・23・33・40％の６段階になります。（平
成 19 年 1 月分から）
　住民税（市県民税）所得割の税率が 5・10・
13％の３段階から一律 10％になります。（平成 19
年度分から）
税負担は増える？減る？
　ご安心ください。税源移譲によって住民税が増
えても、所得税が減るため、納税者の負担は変わ
りません。（注：個々には多少の増減があります。）
問い合わせ先
　市役所税務課市民税係
　☎ 24‒2111（内線 129）
※詳細は、次回 1月号でお知らせします。

そ
の
他
の
ポ
イ
ン
ト

手
続
き
の
期
限




